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議 題 

 

１ 社会保障・税一体改革における介護分野の制度見直しに関す

る論点について 

 

２ その他 

 



社会保障・税一体改革における 
介護分野の制度見直しに関する論点 

社会保障審議会 
介護保険部会（第39回） 資料１ 

平成23年10月31日 



制度の持続可能性、安定性の確保 介護人材の確保と資質の向上 

あるべき介護サービス体系を支えるための機能強化 

 
 
 

 

○特養 
・地域における在宅拠点機 
 能の重視 
・集団ケアから個別ケアへ 
 

○高齢者の住まいの整備 
 ・サービス付き高齢者住宅 
       （高齢者人口の３～５％） 

・24時間巡回など、切れ目のない在宅サービスにより、居宅
生活の限界点を高める 

・事業所間のネットワーク強化による包括的なサービス提供 

施設サービス 居住系サービス 在宅サービス 

 
 

・小規模多機能型居宅介護と訪問看護の複合型
サービスを提供 
・市町村レベルの在宅医療の計画的整備 
 

サービス提供の 
方向性 

継続的かつプラン化されたリハビリテーションの実施 

 医療と介護の 
   連携の強化 ○医療ニーズへの適切 

 な対応 

○老健施設の在宅復帰 
 機能の強化 

・自立支援型ケアマネジメントの効果的な展開 
・軽度者に対する機能訓練の重点実施・重度化予防 

 介護予防 
  ・重度化予防 

退院時・入院時の連携強化や地域における必要な医療サービスの提供 

 認知症対応 
     の推進 

ＢＰＳＤに対応できる 
認知症ケアモデル構築 地域の実情に応じた認知症ケアパスの作成 市民後見人の育成など権利擁護 

認知症に対応する地域密着型サービスの強化 
 ・小規模多機能型居宅介護・認知症専門デイ 
  サービス、グループホームの拡充 

包括的・継続的ケアマネジメントの提供 
（地域包括支援センターの機能強化） 

 
地域による認知症者支援ネットワークの 

推進 
 

他制度・多職種のチームケアの推進 
（地域医療・介護連携） 

認知症アセスメントに基づくケ
アマネジメントの導入 

地域における生活の継 
続 
・自己決定 
・多様な住まい方 

○ 支援を必要とする人の立場に立った、包括的な支援体制を構築し、また、地域で尊厳を持って生きられるよう、それを支える
制度の持続可能性・安定性の確保及び介護人材の確保と資質の向上を図る。 

社会保障・税一体改革が目指す介護の全体像 
～高齢者の尊厳の保持と自立支援を支える介護～ 

1 1 



介護療養病床 

高度急性期 
 
 

  一般急性期 
 
 

  亜急性期等 
 
 

 長期療養 
 
 

介護施設 
 
 

居住系サービス 
 
 

在宅サービス 
 
 
 
 

 
 

○
居
住
系
、
在
宅
サ
ー
ビ
ス
の
更
な
る
拡
充 

 

な
ど 

 
 

○
機
能
分
化
の
徹
底
と
連
携
の
更
な
る
強
化 

療養病床 
（23万床） 

 

一般病床 
（107万床） 

【2011(H23)年】 【2025(H37)年】 【2015(H27)年】 

（高度急性期） 

（一般急性期） 

（亜急性期等） 

医療・介護の基盤整備・再編のための集中的・計画的な投資 

介護療養病床 

介護施設 
（92万人分） 

居住系サービス 
（31万人分） 

在宅サービス 

介護保険法改正法案 
地域包括ケアに向けた取組 

 

○介護療養廃止６年（2017(H29) 
 年度末まで）猶予 
○24時間巡回型サービス 
○介護職員による喀痰吸引 
                     など 

医療提供体制改革の課題 
医療機能分化の推進 

 

○急性期強化、リハ機能等の確 
 保・強化など機能分化・強化 
○在宅医療の計画的整備  
○医師確保策の強化   など 

報酬同時改定（2012）の課題 
医療・介護の連携強化 

 

○入院～在宅に亘る連携強化 
○慢性期対応の医療・介護サービ
スの確保 
○在宅医療・訪問看護の充実 
                     など 

地
域
に
密
着
し
た
病
床
で
の
対
応 

一般病床 
 
 
 
 
長期療養 
(医療療養等) 
 
 
 

介護施設 
 
居住系サービス 
 

 
在宅サービス 

○ 現状は、医療・介護を担う人材が不足・偏在し、医療・介護の提供体制の機能分化が不十分であり、連携も不足。また、医療・介護
ニーズに対して、必ずしも効率的で最適なサービス提供体制とはなっておらず、過剰需要が生じる一方、必要なサービスが十分には提供
されていないとの指摘もある。 

○ 概ね今後15年間で（平成37(2025)年頃までに）、現在指摘されている課題を解決し、機能分化と連携により、重層的・一体的に住民を
支える医療・介護サービス体系を構築。 

「
施
設
」
か
ら
「地
域
」へ
・「
医
療
」
か
ら
「介
護
」へ 

社会保障・税一体改革が目指す医療・介護のサービス提供体制（１） 
～医療・介護機能再編の方向性（イメージ）～ 
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○ 小・中学校区レベル（人口１万人程度の圏域）において日常的な医療・介護サービスが提供され、人口20～30万人レベル
で地域の基幹病院機能、都道府県レベルで救命救急・がんなどの高度医療への体制を整備。 

社会保障・税一体改革が目指す医療・介護のサービス提供体制（２） 
～機能分化し重層的に住民を支える医療・介護サービスのネットワーク構築～ 

地域包括ケアの実現 
日常生活圏域における医療、介護、予防、住まいの一体的提供 

医療提供体制の充実 
都道府県域から市町村域まで、重層的に医療サービスを提供 ＆ 

 人口20～30万レベル： 
救急病院など地域の基幹病院を中心とする 

医療機関のネットワーク 

 都道府県レベル： 
救命救急、高度な医療など広域ニーズへの対応体制整備 

連携 

高度な医療を提供する病院 

救急病院 
・専門病院 

がん治療や高度先進医療 

ドクターヘリなど広域救急 

認知症等 
専門医療へ 
円滑な紹介 

早期の地域復帰 
・家庭復帰 

救急患者の 
確実な受入れ 

リハビリ等を 
担う病院 

診療所の機能強化 
外来・往診、在宅支援 

医師数増などの 
強化・重点化 

リハ機能の強化 
速やかな在宅復帰 

特養、老健施設等 

 市町村レベル： 
主治医（総合医を含む）による日常の診療対応 

ケア付き 
高齢者住宅 

 
地域密着型施設  

  ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ 
  

小・中学校区レベル（人口１万人程度）： 

24時間対応の定期巡回・ 
随時対応サービス 

 

在宅医療連携拠点機能 地域包括支援ｾﾝﾀｰ 包括的 
マネジメント 

機能 

  小規模多機能 
（通い・泊まり・訪問） 

    

診療所 
薬局等 

ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ 

住まいの確保 

居宅での生活を支えるサービスの充実 

かかりつけ医 

訪問看護 
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641万人（1.5倍） 
• 介護予防・重度化予防により全体として3％減 
• 入院の減少（介護への移行）：14万人増 

 
449万人分（1.5倍） 

 
40万人分（8.1倍） 

 

15万人分（－） 

61万人分（2.0倍） 
 

24万人分（1.6倍） 
37万人分（2.3倍） 

131万人分（1.4倍） 
 

72万人分（1.5倍） 
（うちユニット51万人分（70％）） 

59万人分（1.3倍） 
（うちユニット29万人部（50％） 

647万人（1.5倍）  

 
434万人分（1.4倍） 

 
8万人分（1.6倍） 

 

― 

52万人分（1.7倍） 
 

25万人分（1.6倍） 
27万人分（1.7倍） 

161万人分（1.8倍） 
 

86万人分（1.8倍） 
（うちユニット22万人分(26％）） 

75万人分（1.7倍） 
（うちユニット4万人分（5％）） 

社会保障・税一体改革が目指す医療・介護のサービス提供体制（３） 
～在宅介護サービス、居住系サービス、介護施設の利用者数の見込み～ 

○ 現状の年齢階級別のサービス利用状況が続いたと仮定した場合（現状投影シナリオ）に比べ、改革シナリ
オでは在宅・居住系サービスを拡充。 

利用者数                 426万人 

 
在宅介護 
  
 うち小規模多機能 
うち定期巡回・ 
随時対応型サービス 

 
304万人分 

 
5万人分 

 

― 

居住系サービス 
  
 特定施設 
 グループホーム 

31万人分 
 

15万人分 
16万人分 

介護施設         
  
 特養 
  
 老健（＋介護療養） 

92万人分 
 

48万人分 
（うちユニット12万人（26％）） 

44万人分 
（うちユニット2万人（4％）） 

2011年度 2025年度 
（現状投影シナリオ） 

2025年度 
（改革シナリオパターン１） 

介護職員 140万人  
4 

232万人から244万人 213万人から
224万人  4 



社会保障・税一体改革が目指す医療・介護のサービス提供体制（４） 
～中重度の要介護者へのサービスの変化～ 

○ 在宅サービス：重度者の在宅生活を支えられるサービスが充実。限度額に対する利用割合が増加。 
○ 居住系サービス：認知症グループホームを中心に増加。 
○ 施設サービス：重度者への重点化が進むとともに、ユニット化によりケア内容と居住環境が向上。 
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2011年度 2025年度（現状投影） 2025年度（改革シナリオ）

111万人 179万人 187万人
（うち14万人は医療からの移行）

うち在宅 47万人（42％）
＜平均限度額利用割合59％＞

66万人（37％）
＜同左＞

77万人（41％）
＜平均限度額利用割合　85％＞

うち居住系 8万人（７％） 14万人（8％） 16万人（9％）

うち施設
56万人（50％）

＜ユニット化率15％＞

99万人（55％）
＜ユニット化率16％＞

94万人（50％）
＜ユニット化率61％＞

68万人 106万人 103万人

うち在宅 40万人（58％）
＜平均限度額利用割合54％＞

57万人（54％）
＜同左＞

58万人（56％）
＜平均限度額利用割合　81％＞

うち居住系 8万人（11％） 13万人（12％） 16万人（15％）

うち施設 21万人（31％）
＜ユニット化率15％＞

37万人（34％）
＜ユニット化率16％＞

30万人（29％）
＜ユニット化率61％＞

要介護４．５

要介護３
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消費税収を主たる財源とする 
社会保障安定財源の確保 

 
 

 

介護保険制度の機能充実 
 

 
 
 
 

〔保険者〕〔被保険者〕 

負担能力に応じた 
負担の要素の強化 

〔ｻｰﾋﾞｽ提供者〕〔利用者〕 

サービスや給付の 
重点化・効率化 

介護分野の制度見直しの検討の視点 

• 地域包括ケアシステム
構築、ケアマネジメント
の機能強化、居住系
サービスの充実、施設
のユニット化 

• マンパワーの増強とそのた
めの介護職員の処遇の維
持改善による人材の確保 

• 費用負担の能力に応じた負
担の要素強化と低所得者
への配慮 

社
会
保
障
・税
一
体
改
革 

給付の重点化・制度運営の 
効率化 

≪サービス提供体制の改革≫ 
≪あるべきサービス提供体制を支

える人材の確保、資質の向上≫ 

≪あるべきサービス提供体制を
支える公平な負担≫ 

消費税による国民全体での 
幅広い負担 
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「地域包括ケアシステム」の構築 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

介護保険の費用負担の能力に応じた負
担の強化と低所得者への配慮、保険給
付の重点化 
 
 
 
 
 

 ○ 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の
一部改正（H24.4施行） 
• 24時間対応の定期巡回・随時対応サービス、複合型

サービスを創設 
• 介護職員によるたんの吸引等の実施 
• 介護予防・日常生活支援総合事業の創設 

 ○ 高齢者住まい法の改正（H23.10施行） 
• 「サービス付き高齢者住宅」の創設 
 

 ○ 介護職員処遇改善交付金による処遇改善（23年度末
まで） 
• 介護職員一人当たり月額1.5万円の給与改善 

社会保障・税一体改革における介護分野の検討課題 
《一体改革に掲げられた課題》 《これまでの対応及び検討課題》 

○ 平成24年度介護報酬改定の検討 
• 医療と介護の連携等左記の方向性に沿った改定 

○ 交付金期限後（平成24年度以降）の処遇改善を継
続するための方策の検討 

○制度的な改正の検討 
• 処遇改善のための財源確保に関連した検討 
• 抜本的な税制改革の実施及び社会保険制度におけ

る低所得者対策強化の観点からの検討 
7 

• 介護納付金の総報酬割導入 

• 重度化予防に効果のある給付への重点化 

○ 介護予防・重度化予防 
○ 介護施設の重点化（在宅への移行） 

• １号保険料の低所得者保険料軽減強化 

○ 上記の重点化に伴うマンパワー増強 

○ 在宅介護・居住系サービスの充実 
○ ケアマネジメントの機能強化 
○ 医療との連携 
○ 施設のユニット化 
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平成24年度介護報酬改定での検討事項について 

一体改革成案での記載事項 平成24年度介護報酬改定での検討事項 

地域包括ケアの実現等在宅介護
の充実 

○在宅で２４時間安心できるサービス体系の構築 
 ・定期巡回・随時対応型サービス等による中重度者へ  
  の対応強化 
 ・ショートステイの緊急時の対応強化  

重度化予防に効果のある給付へ
の重点化 

○自立支援型サービスの推進 
 ・個別機能訓練への重点化 
 ・リハビリ専門職の関与の拡大 
 ・軽度者の維持・改善の推進 

介護施設の重点化・施設のユ
ニット化 

○老人保健施設の在宅復帰機能の強化 
○特別養護老人ホーム等のユニット化の促進 

マンパワー増強 ○介護職の処遇改善 
○介護職の専門性・能力の向上 

医療と介護の連携 ○医療から介護への円滑な移行、機能分化 
○在宅・介護施設における医療ニーズへの対応強化 
○在宅・介護施設における看取り機能の強化 
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社会保障・税一体改革成案（抄） 

Ⅰ 社会保障改革の全体像 

１ 社会保障改革の基本的考え方 ～「中規模・高機能な社会保障」の実現を目指して（抜粋） 

 社会保障は国民が支え合いの仕組みに積極的に参加することで強固なものとなっていくが、そのためには、サービスの不足、
就職難、ワーキングプア、社会的疎外、虐待などの国民が直面する現実の課題に立ち向かい、情報開示や必要な効率化など
の質の向上を図りつつ、より公平・公正で自助・共助・公助の最適なバランスによって支えられる社会保障制度に改革をしていく。
支援を必要とする人の立場に立った、包括的な支援体制を構築し、また、地域で尊厳を持って生きられるよう支える医療・介護
が実現した社会を目指す。 

 そして、より受益感覚が得られ、納得感のある社会保障の実現を目指し、国民皆保険・皆年金を堅持した上で、給付と負担の
バランスを前提として、それぞれOECD 先進諸国の水準を踏まえた制度設計を行い、中規模・高機能な社会保障体制を目指
す。 

 以上のような改革の基本的考え方にたち、必要な社会保障の機能強化を確実に実施し、同時に社会保障全体の持続可能性
の確保を図るため、以下の諸点に留意しつつ、制度全般にわたる改革を行う。 

 ① 自助・共助・公助の最適バランスに留意し、個人の尊厳の保持、自立・自助を国民相互の共助・連帯の仕組みを通じて支
援していくことを基本に、格差・貧困の拡大や社会的排除を回避し、国民一人一人がその能力を最大限発揮し、積極的に社
会に参加して「居場所と出番」を持ち、社会経済を支えていくことのできる制度を構築する。 

 ② 必要な機能の充実と徹底した給付の重点化・制度運営の効率化を同時に行い、真に必要な給付を確実に確保しつつ負
担の最適化を図り、国民の信頼に応え得る高機能で中長期的に持続可能な制度を実現する。 

 ③ 給付・負担両面で、世代間のみならず世代内での公平を重視した改革を行う。 

 ④ 社会保障・財政・経済の相互関係に留意し、社会保障改革と財政健全化の同時達成、社会保障改革と経済成長との好
循環を実現する。 

 ⑤ 国民の視点で、地方単独事業を含む社会保障給付の全体像を整理するとともに、地域や個人の多様なニーズに的確に
対応できるよう、地方の現場における経験や創意を取り入れ、各種サービスのワンストップ化をはじめ制度の簡素化や質の向
上を推進する。 

平成23年6月30日 
政府・与党社会保障改革検討本部決定 
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社会保障・税一体改革成案（抄） 

＜個別分野における主な改革項目（充実／重点化・効率化）＞ 
Ⅱ 医療・介護等 
○ 地域の実情に応じたサービスの提供体制の効率化・重点化と機能強化を図る。そのため、診療報酬・介護報酬の体系的見

直しと基盤整備のための一括的な法整備を行う。 

・ 病院・病床機能の分化・強化と連携、地域間・診療科間の偏在の是正、予防対策の強化、在宅医療の充実等、地域包括

ケアシステムの構築・ケアマネジメントの機能強化・居住系サービスの充実、施設のユニット化、重点化に伴うマンパワーの

増強 

・ 平均在院日数の減少、外来受診の適正化、ＩＣＴ活用による重複受診・重複検査・過剰薬剤投与等の削減、介護予防・重

度化予防 

 

○ 保険者機能の強化を通じて、医療・介護保険制度のセーフティネット機能の強化・給付の重点化などを図る。 

a) 被用者保険の適用拡大と国保の財政基盤の安定化・強化・広域化・ 短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大、市

町村国保の財政運営の都道府県単位化・財政基盤の強化 

b) 介護保険の費用負担の能力に応じた負担の要素強化と低所得者への配慮、保険給付の重点化 

・ １号保険料の低所得者保険料軽減強化 

・ 介護納付金の総報酬割導入、重度化予防に効果のある給付への重点化 

c) 高度・長期医療への対応（セーフティネット機能の強化）と給付の重点化・ 高額療養費の見直しによる負担軽減と、その規

模に応じた受診時定額負担等の併せた検討（病院・診療所の役割分担を踏まえた外来受診の適正化も検討）。ただし、受

診時定額負担については低所得者に配慮。 

平成23年6月30日 
政府・与党社会保障改革検討本部決定 
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１号保険料の低所得者     
保険料軽減強化 

社会保障審議会 
介護保険部会（第39回） 資料２ 

平成23年10月31日 



第1段階 

生活保護被保護者、
世帯全員が市町村
民税非課税の老齢
福祉年金受給者等 

第2段階 

世帯全員が市町村
民税非課税 
かつ本人年金収入
80万円以下等 

第3段階 

世帯全員が市町村
民税非課税 
かつ本人年金収入
80万円超等 

第4段階 

本人が市町村 
民税非課税 
（世帯に課税者が
いる） 

第5段階 

市町村民税課税か
つ基準所得金額
200万円未満 

第6段階 

市町村民税課税かつ
基準所得金額200万
円以上 

収入 

（保険料 
  基準額×） 

第1段階 第2段階 第3段階 第5段階 第6段階 

市町村民税本人課税 市町村民税本人非課税 

0.5 

0.75 

1.0 

1.25 

1.5 

月4,160円（全国平均） 

第4段階 

高齢者の保険料（第１号保険料）について 

低所得者等に配慮し負担能力に応じた負担を求める観点から、市町村民税の課税状況等
に応じて段階別に設定されている。（標準は６段階） 

第１号被保険者数：28,848,463人（平成21年度末現在） 

1 1 



保険者支援分 

保険料軽減分 

 
 
 

保険財政 
共同安定化事業 

財政安定化支援事業 

国保財政における保険料軽減（保険基盤安定制度） 

５０％ ５０％ 

（９％）※ 

（３４％）※ 

２５，３００億円 

７，３００億円 

（３１，６００億円） 

調整交付金 

定率国庫負担 

法定外一般会計繰入等 
約３，１００億円（21年度決算） 

医療給付費等総額 ： 約１０兆７，６００億円（２３年度予算案ベース） 

保険料 

都道府県調整交付金 

（７％）※ ５，２００億円 

前期高齢者 
交付金 

 

３０，７００億円 

※ それぞれ給付費等の９％、３４％、７％の割合を基本とするが、地方単独措置に係る波及増分のカットがあること等から、実際の割
合はこれと異なる。 2 

高額医療費 
共同事業 

 保険基盤安定制度により、低所
得者の保険料軽減分等について
公費で補填。 
 
【保険者支援分】 
• 事業規模：950億円 

【保険料軽減分】 
• 事業規模：3,820億円 
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保険料減免と公費による補助のイメージ 

3 

収入 

（保険料 
  基準額×） 

第1段階 第2段階 
第3段階 

第5段階 第6段階 

市町村民税本人課税 市町村民税本人非課税 

0.5 

0.75 

1.0 

1.25 

1.5 

月4,160円（全国平均） 

第4段階 

負担能力に応じた保険料減免を行い、減
免分を公費により補填。 

※ どのような範囲・条件で減免を行うかについては、財源・制度設計により変わるため、あくまで上記の図は一つのイメージである。 

社会保障・税一体改革成案工程表（抄） 
・ 1号保険料の低所得者保険料軽減強化 
 （～1，300億円）  
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市町村名 実施対象者 減免率 

Ａ市 

保険料が第3段階以上で、次のすべての基準を満たす第1号被保険者。 
①前年中の収入の合計が単身世帯で120万円、2人世帯で160万円（以降1人につき50万円を加算）以下 
②世帯全員の預貯金の合計額が350万円以下 
③別世帯の市町村民税課税者に扶養されていない 
④世帯全員が居住用もしくは事業用以外の不動産を所有していない 

第1、第2
段階相当
の金額まで
減額。 

Ｂ市 

1 所得段階第１～２段階（生活保護受給者を除く）の者で、次の全てにあてはまる方 
①前年中の世帯全員の年間収入合計額が６０万円以下の方（世帯が２人以上の場合は、１名増えるごとに１５８，０００円を加算した

額） 
②市民税課税者と生計を同一にしていない、またはその方の扶養（税制上の扶養親族、医療保険の被扶養者）でない方 
③世帯全員の預貯金などの合計が、３５０万円以下の方 
④世帯全員が、居住用不動産以外に処分可能な不動産を持っていない方 

 
２ 所得段階第２～３段階の者で、次の全てにあてはまる方 
①前年中の世帯全員の年間収入合計額が１２０万円以下の方（世帯が２人以上の場合は、１名増えるごとに３１５，０００円を加算し

た額） 
②市民税課税者と生計を同一にしていない、またはその方の扶養（税制上の扶養親族、医療保険の被扶養者）でない方 
③世帯全員の預貯金などの合計が、３５０万円以下の方 
④世帯全員が、居住用不動産以外に処分可能な不動産を持っていない方 

１： 各段
階保険料
額の１／２ 
２： 各段
階保険料
額の２／３ 

Ｃ市 

（１）所得段階区分が第３段階で以下の条件をすべて満たすもの 
 ・世帯の前年の収入の合計額が単身の場合１２０万円以下（世帯員１名増ごとに４８万円を加算）であること 
 ・世帯全員の預貯金額等の合計額が単身の場合２４０万円以下（世帯員１名ごとに９６万円を加算）であること 
 ・居住用以外の土地及び家屋を保有していないこと 
 ・他の世帯に属する者の所得税・市町村民税の扶養親族になっていないこと 
 ・他の世帯に属する者の医療保険の被扶養者になっていないこと 
 
（２）所得段階区分が第１～３段階（生活保護受給者は除く）で以下の条件をすべて満たす者 
 ・世帯の前年の収入の合計額が単身の場合６０万円以下（世帯員１名増ごとに２４万円を加算）であること 
 ・世帯全員の預貯金額等の合計額が単身の場合２４０万円以下（世帯員１名増ごとに９６万円を加算）であること 
 ・居住用以外の土地及び家屋を保有していないこと 
 ・他の世帯に属する者の所得税・市町村民税の扶養親族になっていないこと 
 ・他の世帯に属する者の医療保険の被扶養者になっていないこと 

（１）第１・２
段階の保
険料（基準
額×１/２）
相当に減
額 
（２）第１・２
段階の保
険料の半
額（基準額
×１/４）相
当に減額 

保険者による低所得者に対する保険料の単独減免実施例 

〔出典〕厚生労働省老健局介護保険計画課調べ 4 4 



低所得者の保険料軽減強化の考え方について 

○ 現行の保険料は、所得段階別に原則として６段階設定となって
おり、被保険者の所得が低い場合には、保険料負担も低くなる仕
組みとなっている。 

 
○ 今後、高齢化の進行に伴い保険料水準も上昇することを踏まえ、
どのような考え方で低所得者の保険料軽減の強化を図っていくか。 

 
○ 保険者によっては、現行の保険料段階は維持した上で、資産や
扶養義務の状況から負担能力がないと認められる者について、
基準額に乗じる割合を更に引き下げるという方法をとっているが、
このような方策で保険料軽減の強化を図ることについてどう考え
るか。 
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介護納付金の総報酬割導入 

社会保障審議会 
介護保険部会（第39回） 資料３ 

平成23年10月31日 



○ 保険者の財政力に応じた応能負担により助け合う仕組みが適当。 
○ 介護サービスや支援を要する高齢者が必要なサービス等を受け、尊厳ある暮らしを続けられるよう、必要
な財源を確保していくことが必要。 

○ 医療保険における総報酬割の導入は、75歳以上でも高所得者は3割負担とするなど非常に限界に近い引上げ
までした上での対応。介護でも高齢者の自己負担割合の引上げ等なすべきことはある。総報酬割はその先に
ある議論と認識。 

○ 現役世代の負担が過度に重くなれば、現役世代のやる気や活力を喪失させる。雇用への課税強化であって
、雇用対策推進という政府の方針に逆行する。 

○ 現役世代の高齢者医療への拠出金や公的年金保険料の負担が増える中で、「取りやすいところから取る」
というような懸念を抱かせる変更では、現役世代の納得は得られない。 

Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
４ 給付と負担のバランス 
 （総報酬割） 
○ 現在の40～64歳が負担する第2号保険料は、その加入する医療保険の加入者数に応じて負担金が決められ

ている。このため、総所得の高い医療保険者は低い保険者と比較して、総所得に対する介護保険料の割合
が低率となっている。 

○ 介護保険制度において、被用者保険の第2号被保険者の保険料について、被用者保険間の負担の公平性を
図る観点から総報酬割を導入する必要があるとの意見があった。 

  また、現在の介護報酬における地域係数は、都市部の賃金水準を反映していないという意見もあり、比
較的所得の高い都市部の第2号被保険者に負担能力に応じた保険料負担を求めることにより、地域係数を見
直し、都市部の介護従事者の賃金引き上げに充当することが必要であるとの意見があった。 

  一方で、総報酬割の導入については、従来の保険料負担の基本的な考え方と仕組みを大きく変更するも
のであり、十分な議論なく、財源捻出の手段として導入しようとすることに対して、強い反対意見があっ
た。また、利用者負担の見直し等の必要な見直しを行うことなく、これを導入することについて慎重な対
応を求める意見があった。 

介護納付金の総報酬割導入に関する 
昨年の介護保険部会での議論 

主な意見 

介護保険部会意見書（抜粋） 
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総報酬割の導入について（介護納付金の現在の仕組み） 

第２号被保険者１人当たりの保険料額の算定 
介護給付費の30％÷第２号被保険者数＝１人当たり保険料額＜頭割り＞ 

＜どの医療保険者でも共通＞      

 同じサラリーマンでも、医療保険者ごとに負担能力が異なるが、被保険者一人当た
りの負担額は同じ。 

第２号被保険者の 
保険料 

第１号被保険者
の保険料 

市町村 
負担金 

都道府県 
負担金 

12.5% 

国 
25% 

12.5% 

20% 

30% 

【介護保険の財源構成】 

2 

第２号被保険者数 一人当たり負担額
（月額） 

40~64歳の各医療保険者の 
被保険者本人の平均総報酬額 

（年額） 

健保組合 1,080万人 3,944円 667万円 

共済組合     350万人 3,944円 726万円 

協会けんぽ 1,334万人 3,944円 424万円 

国民健保 1,470万人 3,944円 ― 

※ 平成20年度決算データ。共済組合の平均総報酬額は総報酬額をもとに 
  算出。 

【平成20年度の第２号被保険者の負担】 
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第２号被保険者 
一人当たり負担額 

（労使含めての月額） 
（A） 

第２号被保険者 
一人当たり報酬額 

（年額） 
（B） 

（A）x12／（B） 

上位10組合平均 3,944円 825万円 0.57％ 

全組合（1,477組合）平均 3,944円 463万円 1.02％ 

下位10組合の平均 3,944円 279万円 1.69％ 

○ 健保組合内でも、組合によって負担能力は様々。 

第２号被保険者 
一人当たり負担額 

（労使含めての月額） 
（A） 

第２号被保険者 
一人当たり報酬額 

（年額） 
（B） 

（A）x12／（B） 

健保組合 3,944円 463万円 1.02％ 

協会けんぽ 
 

3,944円 
（3,297円） 

318万円 1.49％ 
（1.24％） 

○ 健保組合と協会けんぽの比較 

※ 平成20年度決算データ。 
※ 被扶養者の報酬を「０」とみなして第２号被保険者の一人当たりの報酬額を算定している。 

現行制度における第２号被保険者一人当たりで 
見た負担額と報酬額の比較 

3 

国庫補助が充当されること
による実際の負担額 
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完全に総報酬割を導入する場合 1/3導入する場合 

報酬額に対する負担割合 
第２号被保険者一人 
当たり報酬額（年額） 

第２号被保険者一人 
当たり負担額 

（労使含めての月額） 

第２号被保険者一人 
当たり負担額 

（労使含めての月額） 

上位10組合平均 

1.20％ 

825万円 8,249円 
【+4,305円】 

5,379円 
【+1,435円】 

全組合（1,477組合）平均 463万円 4,625円 
【+681円】 

4,171円 
【+227円】 

下位10組合の平均 279万円 2,793円 
【-1,151円】 

3,560円 
【-384円】 

○ 健保組合内でも、組合によって負担能力は様々。 

完全に総報酬割を導入する場合 1/3導入する場合 

報酬額に対する負担割合 
第２号被保険者一人 
当たり報酬額（年額） 

第２号被保険者一人 
当たり負担額 

（労使含めての月額） 

第２号被保険者一人 
当たり負担額 

（労使含めての月額） 

健保組合 

1.20％ 

463万円 4,625円 
【+681円】 

4,171円 
【+227円】 

協会けんぽ 318万円 

 

3,183円 
【-761円】 

 
 

 

【-114円】 

 

3,690円 
【-254円】 

 
 

3,259円 
【-38円】 

○ 健保組合と協会けんぽの比較 

4 

総報酬割の考え方 
（平成20年度決算額を用いた試算） 

※ 被扶養者の報酬を「０」とみなして第２号被保険者の一人当たりの報酬額を算定している。 

国庫補助が充当されること
による実際の負担額 

4 



総報酬割導入による介護保険第２号被保険者の 
一人当たり負担額への影響の試算（第5期の見込額） 

総報酬割→ 導入しない場合 

第２号被保険者
一人当たりの 

報酬額に対する 
負担割合 

健保組合の 
一人当たり負担額 
（労使含めての月額） 

4,900円 1.27% 

協会けんぽの 
一人当たり負担額 
（労使含めての月額） 

 
 

4,900円 
 

 
 

4,100円 

1.85% 
 

 
 

1.55% 

完全に総報酬割を導入する場合 1/3導入する場合 

一人当たり負担額 
第２号被保険者 

一人当たりの報酬額
に対する負担割合 

一人当たり負担額 

5,800円 
【+900円】 

1.49％ 

5,200円
【+300円】 

4,000円 
【-900円】 

 

 

4,600円 
【-300円】 

 

 
 
 

4,050円 
【- 50円】 

第５期（平成24～26年度）平均（見込額） 

※ 平成23年度予算上の総報酬額を用いて試算した数値。 
※ 【 】内は現行制度を継続した場合との比較。 

納付額が増加する組合数 納付額が減少する組合数 

1,135 362 

○ なお、健保組合内で見ると、負担額の変化は負担能力によって異なり、多くの組合で負担が増加する
が、負担が減少する組合も存在。 

※ 平成20年度決算ベースの組合別の総報酬額をもとに試算した数値。 
※ 被扶養者の報酬を「０」とみなして第２号被保険者の一人当たりの報酬額を算定している。 
 

5 

国庫補助が充当される 
ことによる実際の負担額 

○ 負担能力に応じた負担になることにより、国庫補助が不要に 
  完全導入の場合：▲1,300億円 
  1/3導入の場合 ：▲430億円 
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協会けんぽと組合健保の年齢別平均報酬の比率 

○ 協会けんぽと健保組合の年齢別平均報酬総額を比較すると、介護保険第2号被保
険者に該当する年齢層で特に差が大きくなっている。 

注１：健康保険被保険者実態調査（平成22年）の月額報酬に12をかけたものと賞与額の和の比率を用いている。 

1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

  15～19歳 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65～69 70～74 

健保組合の平均報酬額 
 

協会けんぽの平均報酬額 

全年齢での比率 
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協会けんぽと組合健保の平均年間報酬額の推移 

約1.37倍 

約1.58倍 

保険料賦課ベー
スに賞与を追加 

○ 介護保険制度施行時と比較し、保険料賦課ベースに賞与が入ったこと等により、協
会けんぽと組合健保の財政力の差は拡大している。 

注１：それぞれ介護保険第2号被保険者のみの平均値である。 

注２：月額は年度の平均値を用いている。 

注３：賞与は被保険者一人当たりの年間賞与額である。 
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介護納付金の総報酬割導入に関する論点 

○ 今後介護費用の増加に伴い、これを賄うための負担
が増加する中で、負担能力に応じた負担の要素を強化
していくことが必要ではないか。 

 
○ 医療保険においては、様々な給付の見直しを行った
上で総報酬割を導入しており、昨年の議論においても、
利用者負担の見直しを行うことなくこれを導入することに
ついて慎重な対応を求める意見があったが、この点に
ついてどう考えるか。 

8 8 



昨年介護保険部会で議論した
給付に関する制度見直しの論点 

社会保障審議会 
介護保険部会（第39回） 資料４ 

平成23年10月31日 



昨年介護保険部会で議論した 
給付に関する制度見直しの論点 

• 要支援者の利用者負担 

 

• ケアマネジメントに係る利用者負担 

 

• 一定以上所得者の利用者負担 

 

• 多床室の給付範囲 

 

• 補足給付における資産等の勘案 

1 1 



○ 限られた財源の中で持続的な介護給付を行っていく上で、選択と集中の考え方は不可欠。中度・重度の要
介護者が増えていく中で、そういう方々への身体介護や生活援助に重点化を図ることが必要なのではない
か。 

○ 要支援者等の軽度者に関しては、一般高齢者施策を充実させることで対応ができるのではないか。 
○ これらのサービス抑制が実施されると、一部の軽度者が重度化する可能性も予測されるため、かえって重
度者を増やす可能性が懸念される。 

○ 日本の介護保険制度は、軽度者からでも利用できるように制度設計されたことが多くの国民の理解を得、
支持を受けている。利用者からの不満の声が一番大きかったのは、生活援助を中心とした給付抑制策。 

○ 認知症は早期発見をして軽度の時にしっかりケアをすれば重度化しない。軽度の時こそしっかりしたサー
ビスを提供することで費用対効果も大きい。 

Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
１ 要介護高齢者を地域全体で支えるための体制の整備（地域包括ケアシステムの構築） 
（２）要支援者・軽度の要介護者へのサービス 

○ 今後さらなる高齢化の進展とともに、介護給付が大幅に増加していくことが見込まれており、重度者や
医療ニーズの高い高齢者に対して給付を重点的に行い、要支援者・軽度の要介護者に対する給付の効率化
と効果の向上を図ることが適当か否かを検討する必要がある。 

○ 要支援者・軽度の要介護者にかかる給付については、次のような二つの意見があった。 
・ 生活援助などは要支援者・軽度の要介護者の生活に必要なものであり、加齢に伴う重度化を予防する

観点からも、その給付を削減することは反対である。 
・ 介護保険制度の給付の対象外とすることや、その保険給付割合を引き下げ、利用者負担を、例えば２

割に引き上げるなどの方策を考えるべきである。 
○ 要支援者・軽度の要介護者へのサービス提供のあり方については、保険給付の効率化・重点化の観点の

みならず、重度化の防止、本人の自立を支援するという観点から、その状態にあった保険給付のあり方に
ついて、今後、さらに検討することが必要である。 

主な意見 

介護保険部会意見書（抜粋） 
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要支援者の利用者負担に関する 
昨年の介護保険部会での議論 
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要支援・要介護別の受給者数と費用額の伸びは、平成１８年度の予防給付導入後、要支援及び要介
護のいずれも、ゆるやかな伸びとなっているが、要支援向け給付の伸びが要介護向けより大きい状
況は変わらず。 

1.11  1.17  1.20  

1.00  1.01  1.04  1.09  
1.00  

1.25  

1.50  

1.75  

2.00  

2.25  

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 

要支援者 要介護者 

1.26  
1.37  1.44  

1.00  1.04  1.08  1.16  
1.00  

1.25  

1.50  

1.75  

2.00  

2.25  

Ｈ１８年度 Ｈ１９年度 Ｈ２０年度 Ｈ２１年度 

要支援者 要介護者 

受給者数 

費用額 

1.24  

1.47  

1.70  
1.83  

1.00  
1.14  

1.28  1.36  1.42  

1.00  

1.25  

1.50  

1.75  

2.00  

2.25  

Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 

要支援者 要介護者 

1.23  

1.52  

1.81  
2.01  

1.00  
1.19  

1.30  
1.41  1.42  

1.00  

1.25  

1.50  

1.75  

2.00  

2.25  

Ｈ１３年度 Ｈ１４年度 Ｈ１５年度 Ｈ１６年度 Ｈ１７年度 

要支援者 要介護者 

平成13年度末を基にした伸び率 平成18年度末を基にした伸び率 

導入前 導入後 

資料出所：厚生労働省「介護給付費実態調査」 

平成１８年度の予防給付導入前後の要支援・要介護別の 
受給者数及び費用額の伸び 
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○ 利用者別、提供時間別のいずれにおいても、生活援助が９割以上を占める。 
○ サービス内容では、「掃除」・「調理・配下膳」の利用頻度が高い（平均所要時間は

３５分～４５分程度（サービス準備４．４分を合算））。 

生活援助の行為ごとの平均サービス提供時間（※2） 

行為区分別利用者数（※１） 行為区分別提供時間数（※１） 

    資料：  ※１：平成22年度財務省予算執行調査を老健局で再集計    ※3：介護給付費実態調査 平成17年4月審査分 
          ※2：株式会社ＥＢＰ「訪問サービスにおける提供体制に関する調査研究事業」（平成23年度厚生労働省老人保健健康増進等事業） 

予防給付のサービスの提供実態について（訪問介護） 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

身体介護 
6.5％ 

身体介護 
13.9％ 

生活援助 
97.1％ 

生活援助 
93.5％ 

（％） 

  要支援 

30分以上～１時間未満 39.2% 
１時間～１時間３０分 24.8% 
１時間３０分～２時間 32.1% 
２時間以上 4.2% 

１回あたりのサービス利用時間の分布（※２） 

（参考）制度導入時の生活援助サービス利用状況（※3） 

30分以上～１時間未満 14.3% 
１時間～１時間３０分 62.1% 
１時間３０分～２時間 20.9% 
２時間以上 2.3% 

N=755 

要支援                               要介護 

N=695  

N=1,002  

N=550  

N=394  

N=212  

N=754  

N=497  

N=284  

0分  15分  30分  45分  

サービス準備等 

掃除 

洗濯 

ベッドメイク 

衣類の整理・被服の補修 

一般的な調理、配下膳 

買い物・薬の受け取り 

その他 

0 15 30 45 

その他 

買い物・薬の受け取り 

一般的な調理、配下膳 

衣類の整理・被服の補修 

ベッドメイク 

洗濯 

掃除 

サービス準備等 N=478 

N=717  

N=126  

N=99 

N=42 

N=245  

N=312  

N=166 
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平成22年度財務省予算執行調査 

調査内容 
   身体介護を中心とした予防ケアプランを使用している利用者と生活援助を中心とした 
 予防ケアプランを使用している利用者の、１年前から現在までの要支援度を比較。 
  各利用者について、サービス行為内容別のサービス提供時間数と、当該サービスの 
 目的（位置づけ）を先に調べた要支援度等の改善状況と対照し、分析する。 
 （対象調査件数 ５３７件） 

調査結果及びその分析 
○主として身体介護をおこなっているもの＝２８件、生活援助をおこなっているもの＝５０９件 
○１年前と現在の要支援度を比較したところ、下記のとおり 

介護予防訪問介護で提供しているサービスの大半は、「掃除」「買い物」「調理」であった。 
（１９４件中１２０件「掃除」２９件「買い物」１９件「調理」 

悪化（４％） 

維持・改善（９６％） 

悪化（１０％） 

維持・改善（９０％） 

身体介護 生活援助 

平成２２年度財務省予算執行調査結果 
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予防給付のサービス内容と介護予防効果 

○ 通所介護では、運動器機能向上のサービスを受けている利用者の軽度化群・維持群の割合が、そ
の他の通所介護の利用者の割合と比較して有意な水準で高い。 

○ 通所リハビリについても同様。 

選択的サービスの利用による介護予防効果 

〔出典〕株式会社三菱総合研究所「新予防給付のサービス内容と介護予防効果に関する基礎的分析事業」
（平成21年度老人保健健康増進等事業） 

予防給付のサービス利用状況（利用しているサービス種類）別のアウトカムについて分析 
 ※分析対象：2006年4月～2009年3月の認定支援ネットワーク及び介護給付費実態調査の個表データを利用 
        （新規認定者Ｎ＝263,845人、継続認定者189，967人） 
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15.9% 
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12.0% 
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14.4% 
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軽度化群 維持群 重度化群 

(N=3,846) 

(N=6,451) 

(N=2,092) 

(N=960) 

新規認定者の6-7ヶ月後の障害高齢者の日常生活自立度の変化 
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論  点 

○ 社会保障・税一体改革においては、重度化予防・介護
予防として要介護認定者数を2025年に現行ベースより
3％程度減少させることが課題となっている。 

 
  この実現に向けた制度的な対応として、 

• 予防給付について、利用者負担割合を引き上げるこ
とについてどう考えるか。 

• 予防給付の内容や方法について検討が必要ではな
いか。 
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Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
２ サービスの質の確保・向上 
（１）ケアマネジメントについて 
 （利用者負担の導入） 

○ 居宅におけるケアプランの作成等のケアマネジメントについては、現在、全て介護保険給付で賄われており、利
用者負担が求められていない。これは、要介護者等の相談に応じ、その心身の状態等に応じた適切なサービスを利
用できるよう支援する新しいサービスの導入にあたり、要介護者等が積極的に本サービスを利用できるよう、制度
創設時に特に１０割給付のサービスと位置づけたものである。 

○ 利用者負担の導入については、ケアマネジャーによるケアプランの作成等のサービスは介護保険制度の根幹であ
り、制度の基本を揺るがしかねないこと、必要なサービス利用の抑制により、重度化につながりかねないことな
ど、利用者や事業者への影響を危惧する強い反対意見があった。さらに、セルフケアプランが増加すれば、市町村
の事務処理負担が増大することなどから、慎重に対応すべきであるとの指摘があった。 

○ 一方、制度創設から10年を経過し、ケアマネジメント制度がすでに普及・定着していると考えられること、小規
模多機能サービスや施設サービスなどケアマネジメントが包含されているサービスでは利用者が必要な負担をして
いること等も考慮し、居宅介護支援サービス及び介護予防支援サービスに利用者負担を導入することを検討すべき
であるとの意見があった。これにより、利用者自身のケアプランの内容に対する関心を高め、自立支援型のケアマ
ネジメントが推進されるのではないかとの考え方もある。 

  なお、その際には、適切なサービスの利用を阻害しないよう配慮することが必要である。 

介護保険部会意見書（抜粋） 

○ ケアプラン作成の負担金導入に関しては、応益の負担からいうとやむを得ない面もある。 
○ ケアマネジメントは介護保険の入口。ここに利用抑制がかからないようにすべき。 
○ 自己負担が導入された場合、ケアマネジャーが利用されず、適切なサービス利用ができなくなる、あるいはセルフ

ケアプラン又はサービス事業者によるケアプラン代行業務が多くなって、自立支援を抜きにした生活を楽にするサー
ビス利用に流れ、いたずらに介護費用が増大する。 

  また、「負担しているのだから自分の言うとおりのケアプランをつくれ」という話が多くなってくる。 
○ セルフケアプランについて、保険者がチェックし給付管理を行う体制ができるかどうか懸念。 
○ 低所得者ほど専門職によるケアマネジメントが必要。自己負担を導入するとその機会が奪われる。 

主な意見 
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ケアマネジメントに係る利用者負担に関する 
昨年の介護保険部会での議論 
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○自立支援型ケアマネジ
メントの推進 

○公平性・中立性 
 の確保 

モニタリング 

ケアマネジメントの流れと課題 
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ケアマネジメントに関する指摘 
（「地域包括ケア研究会報告書」（平成22年3月）【抜粋】） 

１．地域包括ケアを巡る現状と課題 

（１）2025年の超高齢社会を見据えた課題認識 

③サービスの在り方 

（介護支援専門員によるケアマネジメント） 

 現状では、アセスメントやケアカンファレンスが十分に行われておらず、介護支援専門員
によるケアマネジメントが十分に効果を発揮していないのではないかとの指摘がある。利用
者や家族の意向を尊重するだけでなく、自立支援に向けた目標指向型のケアプランを作成で
きるようにすべきではないか。  
 
（地域包括支援センターの機能） 

 地域包括支援センターは、総合相談業務や包括的・継続的ケアマネジメント業務等を通じ
て、地域包括ケアを支えるサービスのコーディネートを行う機関として設立されたが、必ず
しも、その機能を十分に果たせていないのではないかとの指摘がある。すなわち、地域の
ネットワーク構築、介護支援専門員への支援が十分に行えていないところが多いのではない
か、介護予防関係事業に忙殺されて総合相談業務や包括的・継続的ケアマネジメントに十分
取り組めていないのではないか等の課題が指摘されている。地域包括支援センターの制度導
入からまだ４年目に入った段階であり、これらの課題を解決して、地域包括支援センターの
機能を一層強化することが必要である。 

 具体的には、地域包括支援センター運営のなかでは、地域包括支援センター運営協議会等
による地域住民や地域団体との連携機能があるが、この場を活用して地域における互助によ
るサービス創造の検討・提言が必要だとの指摘がある。また、個別ケースを支援する包括
的・継続的ケアマネジメント等を効果的に実施するために、医療や介護等の多制度・多職種
連携を高める地域ケア会議等の機能強化が必要との指摘もある。 10 10 



ケアマネジメントに関する指摘 
（「地域包括ケア研究会報告書」（平成22年3月）【抜粋】） 

３．地域包括ケアシステムの構築に向けた当面の改革の方向（提言） 

（１）地域包括ケアシステムに関する検討部会における提言 

②地域包括ケアを支えるサービスの在り方 

ⅰ）在宅サービスの抜本的充実～日常生活圏域に24時間の安心を確保 

（地域包括ケアを実現するためのケアマネジメント） 

○ 地域包括ケアを支えるサービスを論じるには、介護・医療・生活支援・住まいの確保等
に係る他制度・多職種の連携を基本に効果的なサービス投入を図るための包括的なケアマ
ネジメントが行われることが前提となる。 

○ まず、「適切なケア」がどのようなものであるのかといった「ケアの標準化」に関する
合意形成を専門職が中心となって進めることが重要である。その際、従来の「保護型介
護」から脱却し、「自立支援型介護」「予防型介護」という視点に立って、「ケアの標準
化」を図ることが必要である。また、多様な制度を活用しながら、在宅介護の可能性を最
大限に追求することも必要であり、その視点は要支援者から重度要介護者の全般に対して
適用するべきである。 

○ その上で、介護支援専門員は利用者や家族の意向を尊重するだけでなく自立支援に向け
た目標指向型ケアプランを作成し、利用者や家族の合意を形成していく能力が求められ
る。そのための研修の見直しや講師養成の在り方を検討することが必要である。 

○ また、現場レベルにおいても、地域包括支援センターの職員を中心とした専門職が、自
立支援に資するケアプランとなっているかどうかの評価を行うなどの具体的な取組みを進
める。 

○ なお、上記取組みとあわせて、自立支援型のケアマネジメントが推進されるよう、居宅
介護支援に利用者負担を導入することも検討すべきではないか。 

11 11 



事業所内でのケアプラン検討会などの開催頻度 
（事業所内勉強会・ケアプラン検討会） 

【事業所内勉強会の開催頻度】 

• 月に2回以上開催している事業所は全
体の26.0％、月に1回程度開催してい
る事業所は32.1％、月に1回未満開
催している事業所は23.4％、実施して
いない事業所は16.8％であった。 

• 特定事業所加算取得事業所では、未
取得事業所に比べて開催頻度が多
かった。 

 

【事業所内ケアプラン検討会の開催頻度】 

• 月に2回以上開催している事業所は
15.9％、月に1回程度開催している事
業所は23.8％、月に1回未満開催して
いる事業所は25.8％、実施していない
事業所は31.9％であった。 

• 特定事業所加算取得事業所は、未取
得事業所に比べてなどの開催頻度が
多かった。 

 

図表 特定事業所加算取得状況別 事業所内での介護サービス等に関する一般的な勉強会などの開催頻度 
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35.4

44.9

11.0
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22.7 1.7
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全体(n=1864)

特定事業所加算（Ⅰ）(n=49)

特定事業所加算（Ⅱ）(n=482)

加算なし(n=1271)

月に２回以上 月に１回程度 月に１回未満 実施していない 無回答

図表 特定事業所加算取得状況別 事業所内での介護サービス等に関するケアプラン検討会などの開催頻度 
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特定事業所加算（Ⅱ）(n=482)
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月に２回以上 月に１回程度 月に１回未満 実施していない 無回答

〔出典〕株式会社日本総合研究所「介護支援専門員の資質向上と今後のあり方に関する基礎調査（中間報告）」（平成23年9月） 12 12 
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アセスメントに必要な情報が

十分に集まらない

提供可能なサービス量が少ない

ＡＤＬ、ＩＡＤＬ改善・重度化防止・

遅延化の思考過程を掴めない

支給限度基準額が低い

担当しているプラン数が多過ぎる

利用者訪問をする時間が取れない
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％
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３年未満(n=847)

３年以上５年未満(n=621)

５年以上１０年未満(n=1267)

１０年以上(n=494)

ケアマネジメントを実践する上での課題（業務経験年数別） 

 

ケアマネジメントを実践する上での課題

として全体平均で多く挙げられた課題

は、 

•アセスメントに必要な情報が十分に

集まらない(39.8％) 

•提供可能なサービス量が少ない

(28.3％) 

•ＡＤＬ、ＩＡＤＬ改善・重度化防止・遅

延化の思考過程を掴めない

(19.4％) 

といったものであった。 

 

業務経験年数別では、業務経験年数

の短い介護支援専門員ほど、「アセス

メントに必要な情報が集まらない」を課

題として挙げた。 

 

図表 介護支援専門員としての業務経験年数別 ケアマネジメントを実践する上での課題 

○ 「アセスメントに必要な情報が集まらない」、「提供可能サービス量が少ない」といった課題が多
く挙げられた。 

○ 業務経験年数の短い介護支援専門員ほど、「アセスメントに必要な情報が集まらない」ことを課
題として挙げる傾向。 
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要介護度別にみた利用者のケアプランに位置付けられたサービス種類数 

6.5%

13.3%

20.7%

32.6%

55.7%

61.7%

71.9%
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22.5%
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34.8%
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29.2%
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19.5%
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31.4%

30.6%

30.4%

23.6%

10.7%

19.8%

39.1%

32.5%

14.1%

8.3%

11.5%

7.8%

4.9%

1 .9%
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1 .6%

0.6%

0.4%
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1.2%

0.5%

1.0%

2.2%

1.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

要介護５（Ｎ＝169）

要介護４（Ｎ＝255）

要介護３（Ｎ＝474）

要介護２（Ｎ＝577）

要介護１（Ｎ＝578）

要支援２（Ｎ＝308）

要支援１（Ｎ＝185）

全体（Ｎ＝2565)

１種類 ２種類 ３種類 ４種類以上 無回答

○ ケアプランの６割強、重度でも３～４割で、ケアプランに組み込まれたサービス種類が 
 ２種類以下となっている。 

  資料出所： 株式会社三菱総合研究所 「居宅介護支援事業所及び介護支援専門員業務の実態に関する調査報告書」 
        （平成２１年度老人保健健康増進等事業）                             
                                  

ケアプランに位置付けられたサービス種類数（要介護度別） 
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地域包括支援センターの業務の実施状況 

地域包括支援センターにおける 
時間別業務実施割合 

包括的・継続的ケア 
マネジメント業務の内訳 

資料出所：株式会社三菱総合研究所「地域包括支援センター
運営コストに関する調査研究事業報告書」（平成22年3月） 

15 

○ 地域包括支援センターにおいては、約４割の時間を介護予防関係業務（介護予防ケアマネジメント
業務・介護予防支援関係業務等）の実施に充てており、個別のケアマネジメントへの支援業務の比重
は必ずしも高くない。 

介護予防支援関係業務 
31.4% 

介護予防 
ケアマネジメント業務 

7.0% 

その他 
2.2% 

介護予防 
関係業務 
40.6% 

総合相談・ 
支援業務 

13.6% 包括的・継続的 
ケアマネジメント支援業務 

8.3% 

地域における 
ネットワーク構築
に係る業務   
7.0% 

権利擁護業務 
    5.4% 

任意事業 2.0% 

その他業務 
23.7% 

事務作業 
12.5% 

研修・講演・ 
講師・出張 

6.3% 

その他 
4.8% 

15 



論  点 

○ 社会保障・税一体改革においては、自立支援に向け
てケアマネジメントの機能強化を図ることとされている
が、 
• この観点に立って、ケアマネジメントへの利用者負担
の導入はどう評価されるか。 

• 昨年の議論において利用者負担の導入についての
懸念として挙げられた、サービス利用抑制による重
度化などの影響について、ケアマネジメントの専門性
の観点からどう評価されるか。 

• ケアマネジメントの機能強化に向けて制度的な対応
の必要性についてどう考えるか。 

16 16 



○ 現役世代だけ負担させることでは納得は得られないので、何らかの形で考えざるを得ないのではないか。 
○ 負担の公平の観点からは、応能負担は保険料ですべき。利用者負担は本来応益負担。 
○ 高所得者に新たな負担を求めるとしても、介護は医療と違って先が見えず、ケースによっては何年もサー
ビスを利用しなければならず、引き上げは好ましくない。 

○ 高額介護サービス費が支給されると言っても、世帯で１人だけサービスを利用した場合、１割の自己負担
が上限額を超えることはほぼない。 

○ 所得税率の５段階（5％～33％）の中で、年収320万円は下から２番目であり、中所得程度以上の方々から
利用料２割を負担しろと言っているようなもの。 

Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
４ 給付と負担のバランス 
 （給付の見直し） 
○ 医療保険においては、現役並み所得の高齢者については利用者負担が3割となっている。介護保険制度に

おいても、限られた財源の中で、高齢者の負担能力を勘案し、所得に応じた負担を求めることが適当であ
り、一定以上の所得がある者については利用者負担を、例えば2割に引き上げることを検討すべきである。 

  一方、介護保険は区分支給限度基準額が設けられているなど、医療保険とは異なる仕組みであり、負担
増を求めることには慎重であるべきとの意見があった。 

一定以上所得者の利用者負担に関する 
昨年の介護保険部会での議論 

主な意見 

介護保険部会意見書（抜粋） 
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(万円)    全世帯と高齢者世帯の平均所得金額の年次推移 

全世帯の１世帯当たりの平均所得金額（万円） 高齢者世帯の１世帯当たり平均所得金額（万円） 

高齢者世帯の所得① 

○ 全世帯の平均所得金額の低下傾向に比べ、高齢者世帯の平均所得金額は300万円
前後を維持している。 
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〔出典〕国民生活基礎調査 

H18中央値：244 

高齢者世帯の所得② 
○ 最も多い所得階級は、平成15年、18年には「100万円以上150万円未満」であったが、平成21年
には「150万円以上200万円未満」となっている。 

○ 「450万円以上500万円未満」、「500万円以上600万円未満」の所得階級が過去6年で増加。 
○ 所得金額の中央値も増加。 

H21中央値：254 

H15中央値：234 
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H13.１ H14.10 H18.10 H20.4 

負担 
割合 

現役並み所得者 

１割 

２割 ３割 

それ以外 １割 
70～74歳２割 
（１割に凍結中） 
75歳以上１割 

負担 
限度 
月額 

課税世帯 37,200円 40,200円 44,400円 

低所得者Ⅱ 24,600円 

低所得者Ⅰ 15,000円 

H12.4 H17.10 

負担割合 １割 

負担 
限度 
月額 

課税世帯 37,200円 

非課税世帯 
24,600円 

24,600円 

年収80万円以下 15,000円 

生活保護受給者 15,000円 

介護保険の利用者負担 

医療保険の利用者負担（70歳以上の高齢者） 

※ 医療保険の負担限度月額は、年４回以上利用する多数該当時の金額。 

介護保険と医療保険の利用者負担の推移 

○ 介護保険の利用者負担は、制度制定以来１割を維持している。 
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「高所得者」の水準について 

• 介護保険における保険料第６段階の第１号被保険者 

21 

→ 年収320万円（合計所得金額200万円） 
  【第１号被保険者の14.6％】 

• 医療保険における単身世帯の現役並所得者 
→ 年収383万円（合計所得金額249.75万円）（注） 

  【第１号被保険者の9.8％】 
（注）世帯に被保険者が複数いる場合は、年収520万円で現役並所得者 

21 



論  点 

○ 「世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再
分配機能の強化を図る」（「社会保障・税一体改革成案」）観点か
ら、一定以上の所得がある者については、利用者負担
割合を引き上げることが必要ではないか。 

 
○ 利用者負担割合を引き上げる場合、対象となる「一定

以上の所得がある者」の範囲についてどう考えるか。 
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○ 多床室への室料負担については、在宅とのバランスを考慮すれば利用者の理解も得られるのではないか。 
○ 部屋料というのは、ユニットでも個室でも多床室でも同じ原則で扱うべき。そうでないと、払っている人
の納得は得られないのではないか。 

○ 多床室においては住環境の室の面から限界があり、新たに必要な室料を利用者に求めることは、たとえ一
定の所得層であっても避けるべき。 

○ 多床室の減価償却部分を利用者負担に変えるとすれば、現実的には第４段階の方が対象となると考えられ
るが、もともと平成16年に居住費の問題を議論されたときに、居住環境から考えて、多床室では在宅の方と
比べてあまりにも居住環境が室料をいただくほどに至らないということで、光熱水費相当が切り出された。
そのときの議論を尊重して、多床室からの居住費というのは光熱水費にとどめるべきではないか。 

○ 多床室の室料負担は、事実上、低所得者や選択の余地を持たない利用者を締め出すという効果を持ってし
まう。介護保険３施設とも利用者は実質的に高所得者と呼べる層ではない。仮に減価償却費が給付外となっ
た場合、ユニット型個室に入れない低所得者が多床室にも入所できなくなるおそれがある。 

Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
６ 低所得者への配慮 
 （多床室の給付範囲の見直し） 
○ 一方、前回の改正において、個室については、居住部分の減価償却費相当額と光熱水費が保険給付の対

象外となったが、多床室については光熱水費のみが保険給付の対象外とされた。この結果、多床室の介護
報酬が、従来型個室の報酬よりも高い設定となっている。今後、利用者負担について、さらなる在宅との
均衡を図るため、多床室についても、低所得者の利用に配慮しつつ、減価償却費相当額を保険給付対象外
とする見直しが必要である。 

○ 多床室の減価償却費相当額を利用者負担とすることについては、その居住環境を考慮し、居住費につい
ては現状の光熱水費相当を維持すべきであるとの意見があった。 

多床室の給付範囲に関する昨年の介護保険部会での議論 

主な意見 

介護保険部会意見書（抜粋） 
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ユニット型施設の施設数・定員数の年次推移 

各年10月1日 

※ユニット型施設数には、一部ユニット型での実施施設も含む。 
出典：厚生労働省｢介護サービス施設・事業所調査｣ 

介護老人福祉施設 介護老人保健施設 
全施設 ユニット型 割合（％） 全施設 ユニット型 割合（％） 

平成１５年 
施設数 ５，０８４ ７５ １．５ ３，０１３ １４３ ４．７ 

定員数 ３４６，０６９ ４，４８０ １．３ ２６９，５２４ － － 

平成１６年 
施設数 ５，２９１ ３７３ ７．０ ３，１３１ ２３３ ７．４ 

定員数 ３６３，７４７ １７，７９９ ４．９ ２８２，５１３ － － 

平成１７年 
施設数 ５，５３５ ７７１ １３．９ ３，２７８ ２３８ ７．３ 

定員数 ３８３，３２６ ３９，４６７ １０．３ ２９７，７６９ － － 

平成１８年 
施設数 ５，７１６ １，１１６ １９．５ ３，３９１ ２０４ ６．０ 

定員数 ３９９，３５２ ５９，２７８ １４．８ ３０９，３４６ ９，１６７ ３．０ 

平成１９年 
施設数 ５，８９２ １，４３９ ２４．４ ３，４３５ ２５０ ７．３ 

定員数 ４１２，８０７ ７８，１３５ １８．９ ３１３，８９４ １１，４８７ ３．７ 

平成２０年 
施設数 ６，０１５ １，６３０ ２７．１ ３，５００ ２８６ ８．２ 

定員数 ４２２，７０３ ８９，５７１ ２１．２ ３１９，０５２ １３，４２３ ４．２ 

○ ユニット型施設については、介護老人福祉施設においては定員の２１．２％、 
 老人保健施設においては定員の４．２％と低い割合となっている。 
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光熱水費 

特別養護老人ホームの類型別 
介護保険給付と利用者負担の概念整理 

ユニット型施設 従来型個室 多床室 

施設介護 
サービス費 

 

２８．２万円 
 

（要介護５：941単位／日・人 
１単位：10円 

１ヶ月30日で計算） 

施設介護 
サービス費 

 

２６．１万円 
 

（要介護５：871単位／日・人 
１単位：10円 

１ヶ月30日で計算） 

 
 

施設介護 
サービス費 

 

２８．０万円 
 

（要介護５：933単位／日・人 
１単位：10円 

１ヶ月30日で計算） 

室料 

室料 

室料 

介
護
保
険
給
付 

光熱水費 

介
護
保
険
給
付 

光熱水費 

食費 

介
護
保
険
給
付 

食費 

食費 

利
用
者
負
担 

利
用
者
負
担 

利
用
者
負
担 
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○ 居住費の具体的水準については、介護保険施設における減価償却費及び光熱水費の
水準を踏まえつつ、居室の居住環境の差異を考慮して基準費用額を設定している。 

居住費の水準 

居室 基準費用額（日額【月額】） 

多床室  320円 【1.0万円】 

従来型
個室 

介護老人福祉施設 1,150円 【3.5万円】 

介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 1,640円 【5.0万円】 

ユニット型準個室 1,640円 【5.0万円】 

ユニット型個室 1,970円 【6.0万円】 

介護保険施設に係る居住費の水準（基準費用額） 

施設 ユニットケアの
個室 

従来型個室 多床室 

介護老人福祉施設 45,352円 34,624円 27,896円 

介護老人保健施設 44,576円 38,800円 35,107円 

介護療養型医療施設 － 42,035円 35,550円 

介護保険施設に係る一人一月当たりの減価償却費 

※「介護保険施設の居住費・食費に関する実態把握調査」（平成23年3月） 

居室部分の割合：30％ 
・ 定員100名の従来型施設の
標準的総面積：3,413㎡ 

・うち、居室面積：1,065㎡
（10.65㎡X100床） 
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第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 第１段階 第２段階 第３段階 第４段階 

１割負担 食費 居住費 

計5万円 計5.2万円 

計9.46万円 

計13万円以上 

計2.5万円 

計3.7万円 

計5.46万円 

計8万円以上 

居室 第１段階（日額【月額】） 第２段階（日額【月額】） 第３段階（日額【月額】） 

多床室  320円 【1.0万円】   0円 【  0万円】   0円 【 0万円】 

従来型
個室 

介護老人福祉施設  830円 【2.5万円】  730円 【2.2万円】 330円 【1.0万円】 

介護老人保健施設 
介護療養型医療施設 1,150円 【3.5万円】 1,150円 【3.5万円】 330円 【1.0万円】 

ユニット型準個室 1,150円 【3.5万円】 1,150円 【3.5万円】 330円 【1.0万円】 

ユニット型個室 1,150円 【3.5万円】 1,150円 【3.5万円】 330円 【1.0万円】 

介護保険施設における負担額 

ユニット型個室 多床室 

※ １割負担は、第１~３段階は高額介護サービス費の負担限度額、第４段階は特養の平均的な利用者負担額。 
※ 食費、居住費は、第１~３段階は特定入所者介護サービス費（補足給付）の負担限度額、第４段階は特定入所者介護サービス費（補足給付）の基準費用額。 
※ 実際に施設を利用される際は、上記以外に介護保険料や医療保険料、医療費、日常生活費などが必要となる。 

○ 基準費用額の負担が困難な低所得者には補足給付が支給されているが、それを考慮しても特に
ユニット型個室の所得第３段階の方の負担が重くなっている。 

介護保険施設に係る補足給付（居住費）の額 

27 

ユニット型個室及び多床室の負担額 
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論  点 

○ 社会保障・税一体改革においては、居宅に近い居住環境の下
で、居宅における生活に近い日常生活の中で入所者一人ひとり
の意思と人格を尊重したケアを行い、要介護高齢者の尊厳の保
持と自立支援を図る施設のユニット化を進めることとしているが、 
• 室料相当について全額負担する個室ユニットと介護報酬で手
当てされている多床室との不均衡を是正し、施設のユニット化
を進める観点から、多床室の入所者にも一定の室料負担を求
めることが必要ではないか。 

• これと併せて、低所得者のユニット型個室への円滑な入所が
確保できるよう、負担軽減についての検討が必要ではない
か。 

• 多床室入所者から一定の室料負担を求める場合、低所得の
入所者の負担について配慮する必要があると考えられるが、
どのような措置が適当と考えるか。 
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Ⅲ 介護保険制度の見直しについて 
６ 低所得者への配慮 
 （家族の負担能力の勘案） 
○ 特養の入所者については、現在、入所者の約4分の3が補足給付を受給している。しかし、これらの者の

中には、入所前に同居していた家族に負担能力がある場合や、入所者自身が資産を保有しているケースが
ある。このため、補足給付の低所得者対策としての趣旨を徹底する観点から、保険者の判断により、施設
入所者について可能な範囲で家族の負担能力等を把握し、それを勘案して補足給付の支給を判断すること
ができる仕組みとすべきである。 

  一方、保険者によって取扱いに違いが生じることが想定されることや、正確な資産把握が困難と考えら
れることから、慎重な検討が必要であるとの意見があった。 

補足給付における資産等の勘案に関する 
昨年の介護保険部会での議論 

介護保険部会意見書（抜粋） 

○ 現行の補足給付は、ある程度所得のフローについて考慮しているが、資産も含めて考慮していくという議
論は、公平性を確保する観点から必要。 

○ 補足給付は、介護保険からは外して別の枠組みでやることとし、その上で、預貯金なり資産なりも考慮し
た上で受給対象者を決めるようにやる方がいい。 

○ 特養入所に当たって世帯分離をしなければ家族の負担が重くなる。補足給付は、あくまで本人の所得に着
目して行われるべき。 

○ 現実的には、資産状況の正確な把握が困難であるということ、世帯認定や資産の把握の事務作業が増大す
ることなど、課題も多い。保険者の意見も十分に踏まえた慎重な検討が必要。 

○ 例えば老人保健施設は中間施設であり、在宅に帰ることが想定されているのだから、資産を処分しなけれ
ば入所できないような状況にならないようにすべき。資産要件を課すのは適当ではない。 

主な意見 
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夫婦高齢者世帯の収入階級別貯蓄等保有状況 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

～200 ～300 ～400 ～500 
（収入階級：万円） 

4,000以上 

～4,000 

～3,000 

～2,000 

～1,500 

～1,200 

～900 

～750 

～600 

～450 

～300 

～150 

〔出典〕平成21年全国消費実態調査 （注）「夫婦高齢者世帯」とは65歳以上の夫婦のみの世帯を指す 

貯蓄等現在高
階級（万円） 

○ 収入200万円未満の世帯で貯蓄等が1,200万円以上の世帯の占める割合は20％、収
入200万円以上300万円未満の世帯では28％。 
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～200 ～300 ～400 ～500 
（収入階級：万円） 

10,000以上 

～10,000 

～5,000 

～4,000 

～3,000 

～2,000 

～1,500 

～1,000 

～500 

なし 

住宅・宅地資産
額階級（万円） 

〔出典〕平成21年全国消費実態調査 （注）「夫婦高齢者世帯」とは65歳以上の夫婦のみの世帯を指す 

夫婦高齢者世帯の収入階級別住宅・宅地資産額状況 

○ 収入200万円未満の世帯で住宅・宅地資産額が1,000万円以上の世帯の占める割合
は47％、収入200万円以上300万円未満の世帯では50％。 
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特例減額措置の要件（すべてを満たす） 備考 

①その属する世帯の構成員の数が２以上 高齢夫婦世帯を念頭に置いているが、当該世帯に限られない（年齢要
件は定めない） 

②介護保険施設（及び地域密着型介護老人福祉施設）に入所・入院
し、利用者負担第４段階の食事・居住費を負担 

施設入所に当たり世帯分離し、第３段階以下になる場合は適用されな
い 
ショートステイについては適用されない 

③世帯の年間収入から施設の利用者負担（１割負担、食費、居住費）
の見込額を除いた額が80万円以下 
●世帯：施設入所に当たり世帯分離した場合でも、世帯の年間収入
は従前の世帯構成員の収入で計算 

●収入：公的年金等の収入金額＋合計所得金額（雑所得を計算す
る上では、公的年金等に係る雑所得を算入しない） 

●施設の利用者負担：特例減額措置の申請の際に入所する施設の
１割負担、食費、居住費の見込額を計算 

○所得証明書の提出または収入について申告 
○源泉徴収票、年金支払通知書、確定申告書の写しその他収入を証
する書類、施設の契約書の写しを添付 

④世帯の現金、預貯金等の額が450万円以下 
 （預貯金等には有価証券、債権等も含まれる） 

○現金、預貯金の申告・通帳の写しを添付 
○有価証券等について申告 

⑤世帯がその居住用の用に供する家屋その他日常生活のために必
要な資産以外に利用しうる資産を有していない 

○世帯がその他利用しうる資産を有していないことを申告 

⑥介護保険料を滞納していない 

補足給付における資産の勘案 
○ 市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置では、資産を勘案して給付
を実施している。 

市町村民税課税層における食費・居住費の特例減額措置 
 本人または世帯員が市町村民税を課税されている第４段階の高齢夫婦世帯で、一方が施設に入所し、食費・居住費を負
担した結果、残された配偶者の在宅での生計が困難になるような場合に、第３段階とみなして特例的に補足給付を支給。 
 この特例の対象は、①～⑥の要件すべてを満たす者。対象期間は、③の要件に該当しなくなるまでの間で、食費もしくは居
住費又はその両方について、利用者負担第３段階の負担限度額が適用される。 
 減額は、利用者の申請にもとづき、市町村が確認の上行われる。 
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資産を考慮した制度の一例 

１ 趣旨 

【ストックのフロー化】 
○ 居住用不動産の現金化を容易にし、所有する住居に

住み続けながらその活用を促す施策として創設。 

【生活保護における居住用不動産の活用の徹底】 
○ 居住用不動産を有する高齢者世帯について、当該貸

付金の利用を生活保護に優先させるとともに、利用して
いる間は生活保護の適用を行わない。 

２ 実施主体 

都道府県社会福祉協議会 

３ 貸付対象 
原則として65歳以上の高齢者世帯で評価額500万円以上

の居住用不動産資産を有し、本貸付金を利用しなければ保
護の受給を要する世帯であると福祉事務所が認めた者 

４ 対象となる不動産 
• 評価額500万円以上の不動産（集合住宅含む） 
• 他の債権の担保になっていないこと 

５ 貸付条件 
貸付限度額：評価額の７割（集合住宅は５割） 
貸付月額：生活扶助基準額の1.5倍以内（福祉事務所の

証明による） 
貸付利子：年利３％又は長期プライムレート（H23.4.1現

在：1.60％）のいずれか低い利率 
償還時期：借受人死亡時（配偶者が契約を承継する場合

は、その配偶者死亡時） 
連帯保証人：不要 

６ 手続き 
福祉事務所において、生活保護受給の要否及び貸付対

象世帯該当性を判断し、該当する場合は、福祉事務所に
おいて、申請者に貸付の利用を指導するとともに、貸付対
象世帯である旨の通知書及び必要事項を調査書等として
まとめたものを社協へ送付 

７ その他 
貸付原資負担割合：国３／４、      

都道府県又は指定都市１／４ 
貸付事務費負担割合：国１／２、都道府県１／２ 
（不動産鑑定費用、登記に係る費用は保護の実施機関
が負担） 

要保護世帯向け不動産担保型生活資金の概要 
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“Medicaid Estate Recovery”について 
（アメリカのメディケイドにおける受給者の遺産からの費用徴収）  

• 1965年のメディケイドの創設当初から、一定の条件の下、州が死亡したメ
ディケイドの受給者の遺産から費用を徴収することが認められていた。 

• 1993年の連邦法（Omnibus Budget Reconciliation Act of 1993）により、この費

用の徴収が州の義務となり、メディケイドの施設サービス、在宅サービス、介
護サービスに伴う医療の提供を受けていた受給者が死亡した場合、その遺
産から州が費用を徴収することとなった。 

• 費用の徴収の対象とする資産は各州法で定められるが、少なくとも受給者が
遺言により子孫に残す遺産は費用の徴収対象とされ、それ以外の資産も徴
収の対象とすることができる。 

• 費用の徴収が不効率（資産が少ない等）の場合は、費用の徴収を免除する
ことができる。 

• 費用の徴収額は、受給者が55歳以降に受けた給付の総額を超えない。 

• 遺族に遺族自身の資産から費用負担を求めることは禁じられているが、受
給者が住んでいた住居はこの限りでない。 

• 配偶者が生存している場合や、21歳未満や障害を持つ子どもがいる場合、

兄弟や子どもが遺産である住居に居住している一定の場合については、費
用の徴収をすることができない。 

注：Department of Health & Human Services website (http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/estaterec.pdf) を参考に作成。 34 34 

http://aspe.hhs.gov/daltcp/reports/estaterec.pdf�


論  点 

○  「世代内（特に高齢世代内）での公平の確保、所得再

分配機能の強化を図る」（「社会保障・税一体改革成案」）観点か
ら、 
• 在宅や居住系サービス利用の場合は自己負担とな

る居住費について、施設入所の場合には補足給付
により助成を受ける一方、その結果保有する居住用
資産や預貯金が保全されることについて、見直しが
必要ではないか。 

• 昨年の議論においては、正確な資産把握の困難さ
や保険者の事務負担の増加等への懸念が示されて
いるが、上記の観点に立って、具体的に運営可能な
仕組みの検討に着手すべきではないか。 
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• 「介護施設の重点化」の観点からの検討 

36 

その他の項目 

36 



2,160千人 
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サービス 

施設サービス 
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 200.0 
 250.0 
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 450.0 

 サービスごとの１人当たり給付費（補足給付含む） （単位：千円／人） 

○利用者内訳 
○給付費内訳（補足給付含む） 

サービス利用者のうち、居宅・地域密着サービスは74％、施設サービスは26％であるが、 
給付費においては、居宅・地域密着サービスは54％、施設サービスは46％となっている。 

 利用者・給付費内訳 

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成22年4月審査分） 

サービス類型ごとの利用者数／給付費内訳等 
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（注）特別養護老人ホームについては地域密着型介護老人福祉施設、特定施設入居者生活介護については地域密着型
特定施設入居者生活介護もそれぞれ含む。 

出典：厚生労働省「介護サービス施設・事業所調査」（平成20年度） 
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特定施設入居者生活介護 
(2967, 117,403) 

認知症対応型共同生活介護 
(9,292, 135,092) 

介護老人保健施設 
(3,500, 291,931) 

介護老人福祉施設 
（6,198, 420,328) 

（地域密着型含む） 

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５ その他 

平成20年10月1日 

施設類型 
（施設数・入所者数） 

 介護老人福祉施設（特養）で要介護２以下の利用者の割合は13％、介護老人保健
施設で要介護２以下の利用者の割合は26％。 

要介護度別利用者の構成割合 
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在宅の支給限度額と居住系・施設サービスの平均給付額の比較 

○ 要介護１、２については、多くの居住系・施設系サービスの平均給付額が  
 在宅の支給限度額を上回っている。  

※ 出典：介護給付費実態調査平成23年3月審査分  
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負担上限額（第4段階） 負担上限額（第３段階） 負担上限額（第1,2段階） 
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40 

要介護度別サービス類型ごとの利用者数 

出典：厚生労働省「介護給付費実態調査」（平成23年3月審査分） 
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社会保障審議会介護保険部会 
結城 康博 

（淑徳大学准教授） 
 今回の審議にあたって、以下のように私見を述べさせていただきたい。 
 
１．「社会保障・税一体改革成案」について 
 介護分野における「社会保険」「福祉制度」「保健制度」の役割・機能を明確にしないま

ま、制度見直しの議論を行うと長期的な介護施策の方向性が描けなくなるのではないか。 
 
２．１号被保険者の低所得者保険料軽減策 
 今後、介護保険料の上昇は避けられないため、１号被保険者の低所得者保険料軽減策は

促進されるべきである。その際には、高齢者の所得状況を踏まえながら「資産」も考慮し

た仕組みを考えていくべきである。 
 
３．介護納付金の総報酬割 
 2 号被保険者間の負担のありかたの問題であり、考え方としては理解できなくもない。し

かし、総報酬割を導入した際にあたって、公費負担の軽減分が着実に介護給付等に配分さ

れるのか否か。高齢者の新たな負担の議論につながるのか否かが大きな問題である。 
 
４．昨年の当審議会で議論した給付に関する議論 
新たに消費税引き上げという議論を踏まえている以上、サービス削減及び国民の新たな

負担につながる制度見直しの結論を導くのは、国民の理解が得られないと考える。 
・要支援の利用者負担の引き上げ 
 「予防」という視点で高齢者の重度化を防ぐ意味で重要なサービスであり、「利用者負担

の引き上げ」「給付の削減」は避けるべきである。 
・ケアマネジメントに関わる利用者負担 
 代弁者機能を担っているケアマネジメントに関わる利用者負担は避けるべきである。 
・一定の所得者の利用者負担割合の引き上げ 
 一定の所得者は、既に保険料負担の段階で所得再分配機能（世代内）の要素が加味され

ているため、新たな利用者負担の導入は避けるべきである。 
・多床室の給付の範囲について 
 多床室においては福祉的要素もあり、室料の負担は避けるべきではないか。 
・補足給付について 
 補足給付における「資産」を加味した仕組みづくりは本格的に着手すべきであり、併せ

て市町村民税の課税もしくは非課税といった現行基準をも見直していくべきではないか。 
 
５．今後の法改正及び施行スケジュールについて（事務局への質問） 
 今後の法改正及び施行スケジュールについてどうなのか（国会審議を踏まえて）？仮に、

本審議会で議論した内容の法案が国会で可決・成立した場合、2012 年度半ばもしくは 2013
年度といった第 5 期途中からでも具体的な施策が実施可能なのか？ 

以上 

社会保障審議会 
介護保険部会（第 39 回） 

 平成 23 年 10 月 31 日 

結城委員 

提出資料 



 

介護報酬プラス改定：500億円程度
+2％強の（1.5万円の介護職員処遇改善交付金相当）報酬改定

高所得者の自己負担引き上げ：▲110億円程度
第６段階の自己負担２割、高額介護サービス費の上限維持

居宅介護支援の自己負担導入：▲90億円程度
居宅介護支援月１千円、介護予防支援月５百円の自己負担

補足給付の支給要件の厳格化：▲20億円程度
市町村が施設入所前世帯の所得などを支給要件に追加可能

多床室の室料負担の見直し：▲40億円程度
第４段階以上から３施設の多床室の室料月５千円を徴収

軽度者の自己負担の引き上げ：▲120億円程度
予防給付の自己負担２割

第２号保険料の総報酬割1/2導入：▲640億円程度
第２号保険料の総報酬割1/3導入：▲430億円程度

ユニット型個室の居住費の軽減：40億円程度
第１~２段階５千円、第３段階１万円の補足給付上乗せ

＊ 影響額は、第５期平均の年額。

居宅サービスの充実

グループホーム家賃助成、認知症コーディネーター
配置などの認知症支援：80億円程度

地域巡回随時対応サービス、複合型サービスなど

国庫
平成 22年 11月 19日 第３６回社会保障審議会介護保険部会 

資料２ 制度見直し事項の財政影響試算 より 
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